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証券コード　６８３９

平成29年６月９日

株 主 各 位
大阪府大東市中垣内７丁目７番１号

代 表 取 締 役
執行役員社長 船 越 秀 明

第65期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第65期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出
席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同
封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成29年６月27日（火曜日）午後
５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪府大東市中垣内７丁目７番１号

当社技術館５階　多目的ホール
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第65期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第65期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く｡）５名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
ストックオプションとして新株予約権を発行する件

以　上

◎　当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

◎　本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計
算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インター
ネット上の当社ウェブサイト（ http://www2.funai.co.jp/jp/investors/ ）に掲載しており
ますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載いたしておりません。従いまして、
本定時株主総会招集ご通知添付書類は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査
報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

－ 1 －

狭義の招集通知
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（添付書類）

事　業　報　告

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当社の主要市場である米国におきましては、個人消費は一時的な減少がみ

られましたが、回復傾向がみられる企業の投資行動など、足元の景気は緩や

かな拡大基調にあります。また、欧州では個人消費が引き続き緩やかな改善

を続けるなど、景気回復ペースが加速しております。一方、中国におきまし

ては、固定資産投資や輸出が下げ止まりするなど、一部には景気減速に一服

感がみられております。

わが国におきましては、輸出や鉱工業生産の緩やかな回復が続き、また堅

調な雇用・所得情勢を受けて個人消費の持ち直しがみられるようになってお

ります。

このような状況下、当社グループの当連結会計年度の売上高は1,338億38百

万円（前期比21.3％減）となりました。売上げの減少に加え、液晶パネル価

格の高止まりが期末まで続いていること、上期において液晶テレビの旧型モ

デルの在庫を調整したこと、メキシコでの価格競争激化による粗利益率の減

少などから、営業損失として67億75百万円（前期は105億39百万円の営業損

失）を計上することになりました。経常損失はメキシコペソ建売掛金に対す

るペソ安による為替差損等を計上したことにより77億26百万円（前期は136億

53百万円の経常損失）となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は67

億45百万円（前期は338億39百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）とな

りました。

機器別の売上高は次のとおりであります。

＜映像機器＞

映像機器では、ブルーレイディスクプレーヤーは販売好調により増収とな

りましたが、液晶テレビは北米市場の新規量販店での販売拡大が想定どおり

に進まなかったこと、メキシコ市場での価格競争激化などにより減収となり

ました。この結果、当該機器の売上高は1,152億62百万円（前期比22.0％減）

－ 2 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な組織再編の状況
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となりました。

＜情報機器＞

情報機器では、新たに販売を開始した自社開発インクカートリッジの販売

貢献により、全体で増収となりました。この結果、当該機器の売上高は50億

75百万円（前期比1.5％増）となりました。

＜その他＞

上記機器以外では、前連結会計年度にて契約終了となりましたオーディオ

アクセサリーの売上げがなくなったこと等により、売上高は135億00百万円

（前期比22.0％減）となりました。

（機器別連結売上高）

区 分 売 上 高 構 成 比

映 像 機 器 115,262百万円 86.1％

情 報 機 器 5,075 3.8

そ の 他 13,500 10.1

合 計 133,838 100.0

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資は、製造会社は27億58百万円、販売会社等は

３億12百万円となり、当社グループ合計では30億70百万円となりました。設

備投資の主なものは、生産設備の拡充であります。

(3) 資金調達の状況

　記載すべき事項はありません。

(4) 重要な組織再編等の状況

　平成29年３月30日付で、子会社であったＤＸアンテナ株式会社の当社が保

有する全株式をエレコム株式会社に譲渡いたしました。

－ 3 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な組織再編の状況
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(5) 対処すべき課題

当民生用電気機器業界におきましては、４Ｋ等高画質化や大型化による液

晶テレビ需要の拡大はみられたものの、ＤＶＤ・ブルーレイディスク関連製

品の市場低迷が続くなど厳しい環境が続きました。

こうした業界環境において当社グループの対処すべき具体的な課題及び対

応は下記のとおりであります。

① 売上高の拡大及び収益力の回復

当社グループでは売上高の拡大と収益力の回復が最重要課題と位置づけて

おります。

映像機器においては、売上高拡大のため、北米市場では４Ｋモデルや販売

先ごとに開発した複数モデル展開による販売拡大に取り組んでおります。ま

た、日本市場では「ＦＵＮＡＩ」ブランドの製品を株式会社ヤマダ電機にて

独占販売することで、日本市場におけるシェア獲得を目指してまいります。

情報機器においては、高付加価値プリンター及び業務用インクカートリッ

ジの販売に集中することで収益性の改善に取り組んでおります。

当社グループでは、上記の各戦略を着実に実行するため、商品企画から開

発、部材調達、生産、販売に至る部門間のタイムラグをミニマイズし、市場

のニーズに的確に応えた製品をタイムリーに供給できるよう改善に取り組ん

でおります。

② 生産体制の強化

当社グループでは、中国・タイ・フィリピン・メキシコにそれぞれ生産拠

点を保有しております。最適な地域に生産を集中することで現地部材調達率

を高め、製品がお客様に届くまで、一貫した生産効率の向上とコスト削減に

取り組んでいます。

③ 人材の育成と登用

当社グループでは、新しいグローバル競争時代を勝ち抜くため、また、中

長期の事業戦略を推進するうえで、社員個々人の能力を向上させグループ力

強化に繋げることが重要であると認識しております。このため、語学をはじ

めとする社内外の研修体制の強化・拡充により若手、中堅社員を問わず積極

的な人材育成と登用を行っております。

④ 不適切な会計処理について

当連結会計年度において、当社連結子会社における不適切な会計処理が判

明し、過去５年に遡って有価証券報告書等の訂正報告書を提出するとともに、

決算短信等の訂正を行う事態となりました。

これを受けて当社は、かかる不適切会計処理の発生した原因について調

査・分析を行い、その結果に基づいて再発防止に向けた改善措置を検討・立

案し、実施いたしております。

－ 4 －

対処すべき課題
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当社といたしましては、今回の件を真摯に受け止め、二度とこのような事

態が発生しないよう、役職員の意識の向上を図り、当社グループにおけるガ

バナンスの強化に努めてまいります。

再発防止に向けた改善措置は以下のとおりであります。

　(ｱ) 海外子会社に対する管理体制強化

・当社管理部門の組織強化

・販売子会社のモニタリング強化

・経理担当駐在員のレポートライン変更

・財務報告会議の新設、月次報告会運営の改善

・関係規程の見直しと周知徹底

・取締役会での改善進捗報告

・監査等委員による定期監査実施

　(ｲ) 海外子会社の運営力強化

・人事、組織の見直し

・管理システムの見直し

・職務権限規程見直しによる権限の明確化

・販売子会社間の経理部門組織の連携

・新規事業におけるリスク管理の徹底

　(ｳ) 内部監査体制の再構築

・内部監査部門の体制強化

・監査内容の充実

　(ｴ) 役職員への教育活動

・社長による再発防止の決意表明

・役員に対する研修の実施

・部門責任者に対するコンプライアンス講習の実施

⑤ 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、当連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失、

親会社株主に帰属する当期純損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを

計上したことから、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような事象又は状況が存在しております。

現状の当社グループの現金及び預金の残高にて、当面の間の運転資金が十

分に賄える状況であることから、重要な資金繰りの懸念はありません。

また、当社グループは当連結会計年度を初年度とする中期経営方針を策定

し、その基本方針に基づいて既に下記の対応策を段階的に実行していること

から、当該事象の解消が実現できるものと考えております。

－ 5 －

対処すべき課題



2017/05/26 18:34:49 / 16269136_船井電機株式会社_招集通知

　(ｱ) ディスプレイ事業（液晶テレビ事業）

・北米市場での販売拡大：大型４Ｋの複数モデル導入により既存顧客先

での販売増と新規顧客開拓

・日本市場参入：株式会社ヤマダ電機での独占販売により日本市場での

シェア拡大

　(ｲ) デジタルメディア事業（ＤＶＤ・ブルーレイディスク事業）

・北米市場での４Ｋブルーレイディスクプレーヤーの販売拡大

・日本市場参入：株式会社ヤマダ電機での独占販売により日本市場での

シェア拡大

　(ｳ) オフィスソリューション事業（情報機器関連事業）

・高付加価値プリンター製品の販売拡大による収益率の向上

・マイクロフルイディクス（微量流体制御技術）技術開発に対する投資

の再検討

　(ｴ) 新規事業

・ヘルスケア、医療、車載に関する新製品の開発と市場投入による売上

拡大

従いまして、当連結会計年度の末日現在において、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性は認められないものと判断しております。

－ 6 －

対処すべき課題
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(6) 財産及び損益の状況

区　　　　分
第　62　期

（平成25年度）
第　63　期

（平成26年度）
第　64　期

（平成27年度）
第　65　期

（平成28年度）

売 上 高 (百万円） 233,802 216,553 170,041 133,838

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )

(百万円） △2,908 600 △13,653 △7,726

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は
親会社株主に帰属す
る当期純損失(△)

(百万円） △7,400 31 △33,839 △6,745

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

△216円89銭 92銭 △991円81銭 △197円70銭

総 資 産 (百万円） 180,729 188,902 154,191 108,685

純 資 産 (百万円） 114,743 123,218 84,439 76,656

１ 株 当 た り 純 資 産 額 3,328円58銭 3,576円14銭 2,442円28銭 2,242円38銭

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数によ

り、１株当たり純資産額は、期末現在の発行済株式総数により算出しております。なお、

当該各株式数につきましては、自己株式を控除しております。

(7) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

FUNAI CORPORATION,INC. 68.5百万US$ 100.00％ 当 社 製 品 の 販 売

船井電機（香港）有限公司 115百万HK$ 100.00％ 当 社 製 品 の 製 造

FUNAI (THAILAND) CO.,LTD. 1,568百万BAHT 100.00％ 当 社 製 品 の 製 造

（注）ＤＸアンテナ株式会社につきましては、平成29年３月30日付で当社が保有する全株式を　

エレコム株式会社に譲渡いたしました。

(8) 主要な事業内容

区 分 主 要 製 品 名

映 像 機 器
液晶テレビ、ＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤレコーダー、ブルーレ
イディスクプレーヤー、ブルーレイディスクレコーダー

情 報 機 器 プリンター、インクカートリッジ

そ の 他 その他機器

－ 7 －

財産及び損益の状況、重要な子会社の状況、主要な事業内容
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(9) 主要な事業拠点

区 分 名 称 所 在 地

当 社
本 社 大 阪 府 大 東 市

東 京 支 店 東 京 都 千 代 田 区

販 売 子 会 社

F U N A I  C O R P O R A T I O N ,  I N C . 米 国

P & F  U S A ,  I n c . 〃

P & F  M E X I C A N A , S . A . D E  C . V . メ キ シ コ

製 造 子 会 社
船 井 電 機 （ 香 港 ） 有 限 公 司 香 港

FU N A I  ( T H A I L A N D )  C O . ,  L T D . タ イ

(10) 使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

3,287名 31名減

（注）使用人数は、就業人員であります。

(11) 主要な借入先

　記載すべき事項はありません。

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、ＡＶ事業を中心とした体制を整備し、業績改善とさらなる発展を

めざすため、平成29年５月15日付で以下のとおり代表取締役執行役員社長の

異動を実施いたしました。

氏　　名 新役職名 旧役職名

船　越　秀　明 代表取締役　執行役員社長 取締役　執行役員

前　田　哲　宏 取締役 代表取締役　執行役員社長

－ 8 －
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 80,000,000株

(2) 発行済株式総数 36,130,796株

（自己株式　2,011,765株を含む。）

(3) 株主数 8,215名

(4) 大株主の状況（上位11名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

船 井 哲 良 12,359千株 36.22％

公益財団法人船井情報科学振興財団 1,740 5.10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505223

1,640 4.81

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1,106 3.24

船 井 哲 雄 1,079 3.16

T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K  1 3 3 5 2 2 708 2.08

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口9）

604 1.77

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株式会社（信託口）

555 1.63

有 限 会 社 エ フ ツ ー 470 1.38

有 限 会 社 Ｔ ＆ Ｎ 470 1.38

株 式 会 社 船 井 興 産 470 1.38

 (注) １．当社は、自己株式2,011千株を保有しておりますが、上記大株主には記載しておりませ

ん。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第２位未満を四捨五入して表示して

おります。

(5) その他株式に関する重要な事項

　記載すべき事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

① 新株予約権の数 4,290個
　（注）新株予約権の数は、交付された新株予約権の数から権利行使が行われた数及び

　　　　新株予約権者が退職その他権利行使の条件に基づき権利を喪失した数を減じて

　　　　表示しております。

② 目的となる株式の種類及び数　　　　 普通株式 429,000株

（新株予約権１個につき100株）

③ 当社取締役の保有する新株予約権の状況

回 次 区 分
新株予約
権 の 数

保有者数
１株当たり
行使価額

行 使 期 間

平成20年度
第１回

取 締 役
（監査等委員を除く）

（社外取締役を除く）

116個 3名 1,609円
平成22年８月１日から
平成29年７月31日まで

平成26年度
第１回

取 締 役
（監査等委員を除く）

（社外取締役を除く）

136個 3名 1,296円
平成28年９月１日から
平成35年８月31日まで

平成28年度
第１回

取 締 役
（監査等委員を除く）

（社外取締役を除く）

230個 4名 1,019円
平成30年９月１日から
平成35年８月31日まで

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

　　平成29年１月30日発行の新株予約権

① 新株予約権の数 1,740個

② 目的となる株式の種類及び数　　　　 普通株式 174,000株

（新株予約権１個につき100株）

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　 新株予約権１個当たり101,900円（１株当たり1,019円）

④ 新株予約権を行使することができる期間

　 平成30年９月１日から平成35年８月31日まで

⑤ 交付した新株予約権の状況

区 分 新株予約権の数 目的となる株式の数 交 付 者 数

当 社 取 締 役 230個 23,000株 4名

当 社 使 用 人 1,310個 131,000株 51名

子 会 社 の 使 用 人 200個 20,000株 2名

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　　記載すべき事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（平成29年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 執 行 役 員 社 長 前 田 哲 宏

取 締 役 相 談 役 船 井 哲 良
公益財団法人船井情報科学振興財団
理事長
公益財団法人船井奨学会理事長

取 締 役 執 行 役 員 岡 田 譲 二
法務・知財本部本部長兼新規事業部
事業部長

取 締 役 執 行 役 員 船 越 秀 明
ＡＶシステム事業本部本部長兼ディ
スプレイ事業部事業部長

取 締 役 執 行 役 員 伊 藤 武 司 資材本部本部長

取 締 役 執 行 役 員 牧 浦 弘 幸 営業担当

社外取締役 米 本 光 男

株式会社ティー・ピー・エス研究所
取締役副社長
オリエンタルチエン工業株式会社社
外監査役

取 締 役 (監査等委員 ) 石 崎 　 弘
常勤監査等委員
監査等委員会委員長

社外取締役 (監査等委員 ) 盛 本 正 

社外取締役 (監査等委員 ) 坂 内 義 明
ビードットコム株式会社代表取締役
社長

（注）１．監査等委員である取締役　米田信一氏が平成28年６月28日付で辞任したことに伴い、

同日付で補欠の監査等委員である取締役　石崎　弘氏が監査等委員である取締役に就

任いたしました。

２．当社は、情報収集力の充実及び内部監査部門等との連携を通じて監査の実効性を高め、

監査・監督機能を強化するために、石崎　弘氏を常勤の監査等委員として選定してお

ります。

３．当社は、社外取締役　米本光男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、届出しております。

４．当社は、「指名委員会」及び「報酬委員会」(いずれも任意の委員会)を設置しており

ます。各委員会の構成は以下のとおりであります。

・指名委員会：岡田譲二（委員長）、船井哲良、前田哲宏、船越秀明、伊藤武司

・報酬委員会：前田哲宏（委員長）、船井哲良、岡田譲二、船越秀明、伊藤武司、　

　　　　　　米本光男
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(2) 当事業年度中に退任した取締役

氏 名 退 任 日 退任事由
退任時の地位・担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

林 　 朝 則 平成28年６月28日 任期満了 代表取締役　執行役員社長

米 田 信 一 平成28年６月28日 辞 任 社外取締役（監査等委員）

（ご参考）

　当社は執行役員制度を導入しており、平成29年３月31日現在の取締役を兼務

しない執行役員は、次のとおりであります。

執 行 役 員 足 立 元 美

〃 吉 田 庸 樹

〃 宇 賀 和 男

(3) 責任限定契約の内容の概要

　会社法第427条第１項の規定により、当社と非業務執行取締役　船井哲良、

米本光男、石崎　弘、盛本正、坂内義明の５氏との間で、同法第423条第１

項の損害賠償責任について、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額を

限度とする責任限定契約を締結しております。

(4) 取締役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支給人数（名） 支給額（千円）

取締役（監査等委員である取締役を除く｡）
（う　ち　社　外　取　締　役）

8
（1）

70,556
（3,250）

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
（う　ち　社　外　取　締　役）

4
（3）

14,037
（7,700）

合 計
（う　ち　社　外　取　締　役）

12
（4）

84,594
（10,950）

（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。

２．上記支給額には、当事業年度に役員退職慰労引当金として費用処理した以下の金額が

含まれております。

・取締役(監査等委員以外)７名　5,647千円（うち社外取締役１名　250千円）

・取締役(監査等委員)３名　987千円（うち社外取締役２名　500千円）

３．上記支給額には、当事業年度にストック・オプションによる報酬額として費用処理し

た以下の金額が含まれております。

・取締役(監査等委員以外)４名　1,339千円
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(5) その他会社役員に関する重要な事項

　記載すべき事項はありません。

(6) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

・取締役　米本光男氏は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役

副社長であります。当社は、株式会社ティー・ピー・エス研究所との

間には特別の関係はありません。

・取締役　坂内義明氏は、ビードットコム株式会社の代表取締役社長で

あります。当社は、ビードットコム株式会社との間には特別の関係は

ありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

・取締役　米本光男氏は、オリエンタルチエン工業株式会社の社外監査

役であります。当社は、オリエンタルチエン工業株式会社との間には

特別の関係はありません。

③　当社及び当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

記載すべき事項はありません。

④　当事業年度における主な活動状況

取締役会、監査等委員会への出席状況及び発言状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役
米 本 光 男

当事業年度に開催された取締役会23回のうち21回(出席率91％)に出席

し、主に経営コンサルタントとしての見地及び独立役員としての客観

的見地から意見を述べております。

取締役(監査等委員)
盛 本 正 

当事業年度に開催された取締役会23回のうち22回（出席率96％）、監

査等委員会13回のうち13回（出席率100％）に出席いたしました。取締

役会及び監査等委員会において、主に経験豊かな経営者の見地及び金

融証券の専門的な見地から意見を述べております。

取締役(監査等委員)
坂 内 義 明

当事業年度に開催された取締役会23回のうち20回（出席率87％）、監

査等委員会13回のうち12回（出席率92％）に出席いたしました。取締

役会及び監査等委員会において、主に経験豊かな経営者の見地から意

見を述べております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取

締役会決議があったものとみなす書面決議が５回ありました。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 141百万円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

158百万円

（注）１．当社と会計監査人との監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額

と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区別しておらず、かつ、実質

的にも区別できないことから、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．上記①及び②の金額には、当社の過年度決算の訂正に係る監査証明業務に対する

報酬50百万円が含まれております。

３．当社の重要な子会社３社は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこ

れらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容

　記載すべき事項はありません。

(4) 会計監査人の報酬等に対して監査等委員会が同意した理由

　監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関す

る実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年

度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見

積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第

１項の同意を行っております。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と

認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任い

たします。また、上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障

をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に

提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。

(6) 責任限定契約の内容の概要

　記載すべき事項はありません。
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６．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

①　取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　　「船井グループ企業行動憲章」、「役員コンプライアンス規程」及び「コ

ンプライアンス規程」において、法令等遵守のために、取締役、執行役員

及び社員がとるべき行動を明確にし、取締役、執行役員及び社員の職務の

執行が法令及び定款に適合することを確保しております。また、「内部公

益通報者保護規程」を整備し、通報者に対して不利な取扱いを禁止してお

ります。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関しては、法令及び「文

書管理規程」に従い、取締役が出席する取締役会等の重要会議議事録並び

に稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書及び情報を適

切に保存し、管理しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を整備し、リスク管

理担当役員を定め、当社が晒されているリスクを適切に把握・評価し、所

轄業務に付随するリスク管理を行っております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　経営の意思決定の迅速化と効率化を図るために、「執行役員制度」を導

入し、業務執行取締役の統括のもとに執行役員を配置し、業務執行取締役

が決定した業務が迅速に執行されることを確保しております。また、取締

役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役の選任及び

監査等委員会の設置をしております。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

　めの体制

　(ｱ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」を整

備し、子会社の重要性の基準及び報告事項を定めて、これに基づき、毎

月、経営成績、財務報告の提出を求めております。
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　(ｲ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　子会社の経営・運営を統制管理するため、「関係会社管理規程」を整

備し、資金、技術、人事、取引等の関係を通じて子会社の財務、運営に

影響を及ぼす事項については、協議事項を定めて、当社と協議する体制

となっております。

　(ｳ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

　　めの体制

　　　子会社の効率的な事業運営を行うため、「関係会社管理規程」に基づ

き、会社規程を整備し、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重した経

営ができる体制となっております。

　(ｴ) 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

　　とを確保するための体制

　　　当社では、船井グループの全役員及び社員の行動規範として「船井グ

ループ企業行動憲章」並びに本憲章を基本とする「船井グループ調達方

針」、「コンプライアンス規程」を制定し、法令遵守のために、子会社

の取締役等及び社員がとるべき行動を明確にし、職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保しております。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項

　　当社は、監査等委員会が適正にその職務を果せるよう、監査等委員会事

務局を設置し、監査等委員会を補助すべき社員を配属いたします。

⑦　監査等委員会の職務を補助すべき社員の他の取締役（監査等委員である

　取締役を除く。）からの独立性に関する事項

　　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき社員の監査等委員会事務局へ

の配属に際して、他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の直接

の指揮命令を受けない社員を選出し、他の取締役からの独立を確保してお

ります。また、当該社員の異動、評価等については、監査等委員会の意見

を尊重するものといたします。

⑧　監査等委員会の職務を補助すべき社員に対する監査等委員会の指示の実

　効性の確保に関する事項

　　監査等委員会は、監査等委員会を補助すべき社員に対して、指示の実効

性を確保するため、直接、指揮命令し、報告を受けるものとします。

－ 16 －
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⑨　監査等委員会への報告に関する体制

　(ｱ) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び社

　　員が監査等委員会に報告をするための体制

　　　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び社

員が、当社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を

発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとします。

　(ｲ) 子会社の取締役、監査役、執行役員及び社員が当社の監査等委員会に

　　報告をするための体制

　　　子会社の取締役、執行役員及び社員は、当社の監査等委員会が選定す

る監査等委員である取締役から事業の報告を求められた場合は、正当な

理由があるときを除き、速やかに報告するものとします。子会社の取締

役、監査役、執行役員及び社員が法令等の違反行為等、当社又は子会社

に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場

合は、これを当社の監査等委員会に報告するものとします。

⑩　監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

　な取扱いを受けないことを確保するための体制

　　当社は、「コンプライアンス規程」及び「内部公益通報者保護規程」を

定め、通報者に対して不利な取扱いを禁止しております。監査等委員会へ

の報告をした者に対しても、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保いたします。

⑪　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する

　事項

　　当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の請求をしたときは、

当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないことを除き、その支払い

等を行います。

⑫　その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等

委員会は、会計監査人と密接に連携するとともに、代表取締役並びに子会

社の取締役等と定期的な会合を持ち、経営方針の確認や会社を取り巻くリ

スクや課題について、意見交換を行います。

⑬　財務報告の信頼性を確保するための体制

　　当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適

切な開示のために、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、当該

方針に基づき、代表取締役執行役員社長を委員長とする「内部統制委員会」

を設け、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及び評価を行い、

また、不備が発見された場合は、速やかに是正します。
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⑭　反社会的勢力排除に向けた体制

　　反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶

することを基本方針とします。

　　取引先がこれらと関わる団体、企業、個人等であることが判明した場合

にはその取引を速やかに解消します。

　　人事総務部を反社会的勢力対応主管部署と位置付け、情報の一元管理を

行います。また、役員、社員が基本方針を遵守するように、関連諸規程に

おいて明文化するとともに、教育体制を構築します。さらに、必要に応じ

て、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備します。

　　反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問弁護士

事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築します。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンス

　　行動規範としての「船井グループ企業行動憲章」を定めるとともに、「役

員コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、全役

職員に周知することで法令遵守のための基本方針を明確化し、役職員の職

務の執行が法令・定款に適合することを確保しております。また、内部通

報制度を設け、法令違反の防止及び問題の早期発見に努めております。

　　当事業年度においては、役職員の意識向上のための教育活動として、役

員に対する会計基準勉強会及び部門責任者に対するコンプライアンス講習

会を各１回実施いたしました。

②　リスク管理

　　企業活動における損失及び不利益の最小化を目的として「リスク管理規

程」を制定し、リスク管理の組織を整備するとともに、定期的なモニタリ

ングにより継続的な管理を行っております。

③　取締役の職務の執行

　　取締役会は、社外取締役３名を含む取締役10名（うち監査等委員である

取締役３名）で構成され、法令で定められた事項及び経営に関する重要事

項の決定、業務執行状況の監督を行っております。当事業年度においては、

取締役会を23回開催いたしました。その他、投融資審議会を５回、指名委

員会を１回、報酬委員会を３回開催いたしました。
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④　監査等委員の職務の執行

　　監査等委員は、取締役会に出席するほか、毎月開催の月次報告会へ出席

しております。また、当事業年度においては、監査等委員会を13回開催い

たしました。

(3) 役員報酬等の内容に係る決定に関する方針

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役

の報酬等については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額

の上限の範囲内において決定いたします。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月額報酬額は、取締役会の

委任を受けた報酬委員会が当社の定める一定の基準に基づき決定いたしま

す。監査等委員である取締役の月額報酬額は、監査等委員である取締役の協

議により決定いたします。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与は、取締役会の委任を

受けた報酬委員会が当社の定める一定の基準に基づき決定いたします。監査

等委員である取締役の賞与は、監査等委員である取締役の協議により決定い

たします。

　なお、取締役の退職慰労金については、株主総会の決議により、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役へ贈呈のご承

認をいただいたうえで、当社の定める一定の基準に基づき取締役（監査等委

員である取締役を除く。）については取締役会の委任を受けた報酬委員会が、

監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決

定いたします。

(4) 剰余金の配当等を取締役会が決定する方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、経営基

盤の強化を図りながら安定配当を維持することを基本方針としております。

　具体的な基準として、連結純資産配当率1.0％を基本に、経営環境等を考慮

した積極的な配当政策を実施いたします。

◎　本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満を切り捨てて、比率は特に記載している

場合を除き、小数点第１位未満を四捨五入して表示しております。また、１株当たり当期純

利益、１株当たり当期純損失及び１株当たり純資産額については、銭未満を四捨五入して表

示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

特 許 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

85,503

40,136

15,571

15,459

1,149

9,644

489

3,900

△847

23,181

12,963

6,140

1,394

1,281

3,592

367

187

3,342

2,576

765

6,875

1,425

454

1,543

3,703

△252

流 動 負 債 29,575

支払手形及び買掛金 18,603

未 払 金 7,280

リ ー ス 債 務 242

未 払 法 人 税 等 813

賞 与 引 当 金 9

製 品 保 証 引 当 金 481

そ の 他 2,144

固 定 負 債 2,453

リ ー ス 債 務 514

繰 延 税 金 負 債 595

役員退職慰労引当金 1,047

退職給付に係る負債 15

そ の 他 281

負 債 合 計 32,028

純 資 産 の 部

株 主 資 本 87,590

資 本 金 31,307

資 本 剰 余 金 33,603

利 益 剰 余 金 47,020

自 己 株 式 △24,341

その他の包括利益累計額 △11,082

その他有価証券評価差額金 11

為替換算調整勘定 △11,206

退職給付に係る調整累計額 111

新 株 予 約 権 149

純 資 産 合 計 76,656

資 産 合 計 108,685 負 債 ・ 純 資 産 合 計 108,685
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 133,838

売 上 原 価 114,795

売 上 総 利 益 19,043

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,818

営 業 損 失 6,775

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 253

固 定 資 産 賃 貸 料 119

そ の 他 146 519

営 業 外 費 用

支 払 利 息 152

為 替 差 損 1,122

そ の 他 195 1,470

経 常 損 失 7,726

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,436

そ の 他 141 1,578

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 57

減 損 損 失 339

関 係 会 社 株 式 売 却 損 704

そ の 他 57 1,158

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 7,307

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 67

法 人 税 等 調 整 額 △632 △565

当 期 純 損 失 6,742

非支配株主に帰属する当期純利益 3

親会社株主に帰属する当期純損失 6,745
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 31,307 33,301 54,789 △24,341 95,058

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,023 △1,023

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△6,745 △6,745

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

301 301

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 301 △7,768 △0 △7,467

当 期 末 残 高 31,307 33,603 47,020 △24,341 87,590

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権
非支配
株 主
持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に係る調整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 160 △12,204 314 △11,729 145 965 84,439

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,023

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△6,745

自 己 株 式 の 取 得 △0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

301

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△149 998 △202 647 3 △965 △314

連結会計年度中の変動額合計 △149 998 △202 647 3 △965 △7,782

当 期 末 残 高 11 △11,206 111 △11,082 149 － 76,656

◎　連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書の記載金額は、それぞれ表

示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年５月19日

船 井 電 機 株 式 会 社

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 田 　 明 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岡 田 明 広 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、船井電機株式会社の平成28年４月１

日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、船井電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 24 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

特 許 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

45,881

21,328

26,723

281

1,035

611

1,122

401

△5,623

46,112

4,535

1,728

27

2

0

49

2,249

367

109

2,806

2,576

200

29

38,770

132

25,613

21,014

2,137

1,519

157

△11,803

流 動 負 債 18,601

買 掛 金 11,362

リ ー ス 債 務 123

未 払 金 4,236

未 払 費 用 2,040

未 払 法 人 税 等 178

預 り 金 350

製 品 保 証 引 当 金 277

そ の 他 33

固 定 負 債 2,123

リ ー ス 債 務 273

繰 延 税 金 負 債 522

役員退職慰労引当金 1,047

そ の 他 281

負 債 合 計 20,725

純 資 産 の 部

株 主 資 本 71,107

資 本 金 31,307

資 本 剰 余 金 33,272

資 本 準 備 金 32,833

そ の 他 資 本 剰 余 金 438

利 益 剰 余 金 30,869

利 益 準 備 金 209

そ の 他 利 益 剰 余 金 30,659

固定資産圧縮積立金 128

別 途 積 立 金 23,400

繰 越 利 益 剰 余 金 7,131

自 己 株 式 △24,341

評価・換算差額等 11

その他有価証券評価差額金 11

新 株 予 約 権 149

純 資 産 合 計 71,269

資 産 合 計 91,994 負 債 ・ 純 資 産 合 計 91,994

－ 25 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 103,982

売 上 原 価 95,109

売 上 総 利 益 8,873

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 17,957

営 業 損 失 9,084

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,582

そ の 他 147 4,730

営 業 外 費 用

支 払 利 息 87

為 替 差 損 700

そ の 他 173 960

経 常 損 失 5,315

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,216

関 係 会 社 株 式 売 却 益 5,908

そ の 他 110 7,235

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 9 9

税 引 前 当 期 純 利 益 1,909

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11

法 人 税 等 調 整 額 △240 △228

当 期 純 利 益 2,138

－ 26 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 31,307 32,833 438 33,272 209 518 23,400 5,626 29,753 △24,341 69,992

事業年度中の変動額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△389 389 － －

剰余金の配当 △1,023 △1,023 △1,023

当 期 純 利 益 2,138 2,138 2,138

自己株式の取得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額（純 額）

事業年度中の変動額合計 － － － － － △389 － 1,504 1,115 △0 1,115

当 期 末 残 高 31,307 32,833 438 33,272 209 128 23,400 7,131 30,869 △24,341 71,107

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 59 59 145 70,197

事業年度中の変動額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

－

剰余金の配当 △1,023

当 期 純 利 益 2,138

自己株式の取得 △0

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

△47 △47 3 △44

事業年度中の変動額合計 △47 △47 3 1,071

当 期 末 残 高 11 11 149 71,269

◎　貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、それぞれ表示単位未満を

切り捨てて表示しております。

－ 27 －

株主資本等変動計算書
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年５月19日

船 井 電 機 株 式 会 社

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 田 　 明 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岡 田 明 広 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、船井電機株式会社の平成28年

４月１日から平成29年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 28 －

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 29 －

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第65期事業年度にお

ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとお

り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた、監査の方針及び職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連

携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事

業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の

取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

－ 30 －

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載のとおり、今般の連結子会社

における不適切な会計処理の判明をうけて、当社は社内調査委員会の提言を踏まえ、再

発防止に向けて、海外子会社に対するガバナンスの強化や内部監査体制の再構築等の改

善措置を検討・立案し、実施しているところです。当監査等委員会としても、上記再発

防止策の迅速な推進を注視すると共に、海外子会社に対する定期監査を含め、適切な監

査を実施してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月22日

船 井 電 機 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 石 崎 　 弘 

社外監査等委員 盛 本 正  

社外監査等委員 坂 内 義 明 

以　上

－ 31 －

監査等委員会の監査報告
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く｡）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、意思決定の迅速化及び経営の効率化を図るため２名減員し、社

外取締役１名を含む、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１
ふな

船
い

井
てつ

哲
ろう

良

(昭和２年１月24日生)

昭和26年４月　船井ミシン商会創業
昭和27年12月　株式会社船井ミシン商会代表取締役
昭和36年８月　当社設立代表取締役取締役社長
平成17年６月　当社取締役

当社代表執行役執行役社長
平成20年６月　当社取締役

当社執行役会長
平成22年６月　当社執行役員会長
平成24年６月　当社会長
平成26年10月　当社代表取締役会長
平成28年６月　当社取締役相談役（現任)

（公益財団法人船井情報科学振興財団理事長）
（公益財団法人船井奨学会理事長）

12,359,288株

２
ふな

船
こし

越
ひで

秀
あき

明

(昭和40年９月30日生)

昭和59年４月　三菱電機エンジニアリング株式会社入社
平成５年１月　当社入社
平成18年４月　当社ＤＶＤプロジェクト部長
平成20年２月　当社ＤＶＤ事業部事業部長理事
平成22年６月　当社取締役

当社ＤＶＤ事業部事業部長執行役員
平成23年７月　当社ＡＶ事業本部副本部長執行役員
平成24年５月　当社ＡＶシステム事業本部副本部長

兼デジタルメディア事業部事業部長
執行役員

平成25年４月　当社ＡＶシステム事業本部本部長兼
ディスプレイ事業部事業部長執行役員

平成26年11月　当社ＡＶシステム事業本部本部長執
行役員

平成28年４月　当社ＡＶシステム事業本部本部長兼
ディスプレイ事業部事業部長執行役員

平成28年６月　当社取締役
平成29年５月　当社代表取締役（現任）
　　　　　　　当社執行役員社長兼ＡＶシステム事

業本部本部長兼ディスプレイ事業部
事業部長（現任）

800株

－ 32 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

３
い

伊
とう

藤
たけ

武
し

司

(昭和35年９月10日生)

昭和57年４月　当社入社

平成15年４月　当社部長

FUNAI CORPORATION,INC.社長

平成17年４月　当社理事

平成20年８月　P&F USA,Inc.社長

平成21年10月　当社執行役員

平成24年４月　Funai India Private Limited社長

平成26年10月　当社資材本部本部長執行役員（現任）

平成28年６月　当社取締役（現任）

1,000株

４
まき

牧
うら

浦
ひろ

弘
ゆき

幸

(昭和22年６月１日生)

昭和45年４月　日綿実業株式会社（現双日株式会社）入社

昭和56年７月　米国ニチメン・ロサンゼルス支店機械部

部長

昭和63年８月　米国ニチメン・シカゴ支店カーエレクト

ロニクス部部長

平成２年４月　米国ニチメン・デトロイト支店支店長

平成６年11月　ニチメン株式会社（現双日株式会社）

電子情報第二部部長

平成11年７月　米国オハイオ州政府シニアトレード

アドバイザー

平成16年６月　フォスター電機株式会社取締役

平成20年４月　同社執行役員 フォステクスカンパ

ニー プレジデント

平成22年４月　フォスター（欧州）株式会社副社長

平成27年６月　当社社外取締役（監査等委員）

平成28年２月　当社専務執行役員

平成28年６月　当社取締役執行役員（現任）

－株

５

社外取締役候補者

よね

米
もと

本
みつ

光
お

男

(昭和14年３月18日生)

平成７年７月　株式会社ティー・ピー・エス研究所

　　　　　　　取締役副社長（現任）

平成10年９月　当社社外取締役（現任）

平成21年３月　セーラー万年筆株式会社社外取締役

平成24年６月　オリエンタルチエン工業株式会社

社外監査役（現任）

（株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長）

（オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役）

100株

－ 33 －
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．米本光男氏は、社外取締役候補者であります。

３．取締役候補者又は社外取締役候補者とした理由

・船井哲良氏は、創業時より長年にわたり当社の経営を担っており、その豊富な経験

により培った幅広い知見及び能力を経営に活かしていくためであります。

・船越秀明氏は、当社の柱であるＡＶ事業の責任者としての豊富な実績及びその経験

により培った幅広い知見及び能力を経営に活かしていくためであります。

・伊藤武司氏は、当社における多様な事業経験と豊富な海外勤務経験により培った幅

広い知見及び能力を経営に活かしていくためであります。

・牧浦弘幸氏は、前職及び当社での企業経営に関する長年にわたる豊富な経験及び実

績を有しており、その能力及び見識を経営に活かしていくためであります。

・米本光男氏は、経営コンサルタントとしての幅広い経験に基づいた有益な助言が期

待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することで経営の透明性を高め

るためであります。

４．社外取締役としての在任期間

米本光男氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって18年９か月で

あります。

５．独立役員指定の状況

当社は、米本光男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引

所に届出しております。

６．責任限定契約の締結状況

会社法第427条第１項の規定により、当社と非業務執行取締役　船井哲良、米本光男の

両氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項各号

に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しており、両氏が再任されま

すと同契約を継続する予定であります。

－ 34 －
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、社外取締役２名を含む、監査等委員である取締役３名の選任をお

願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１

【新任】

いの

井
うえ

上
あき

朗
たか

孝
(昭和19年９月25日生)

昭和48年１月　瑞穂監査法人入社

昭和51年９月　公認会計士登録

平成３年７月　同監査法人社員

平成11年６月　当社入社

平成11年９月　当社取締役

当社管理本部本部長

平成15年６月　当社総合企画本部本部長執行役員

平成16年６月　当社監査役

平成17年６月　当社取締役 監査委員会委員長

平成21年６月　当社特別顧問

平成22年６月　当社常勤監査役

平成24年６月　当社特別顧問

平成27年12月　当社経営企画部部長

平成28年12月　当社特別顧問（現任）

－株

２

社外取締役候補者

もり

盛
もと

本
まさ

正
ひで


(昭和19年８月27日生)

昭和42年４月　大和證券株式会社入社

平成３年６月　同社取締役東東京本部長首都圏西営

業本部長

平成７年９月　同社常務取締役大阪・近畿四国営業

本部長

平成11年４月　大和証券ＳＭＢＣ株式会社（現大和

証券株式会社）代表取締役専務大阪

支店長

平成13年６月　大和土地建物株式会社（現大和プロパ

ティ株式会社）代表取締役社長

平成14年６月　大和サンコー株式会社（現大和オフ

ィスサービス株式会社）代表取締役

社長兼務

平成19年４月　大和プロパティ株式会社特別顧問

平成22年６月　当社社外監査役

平成27年６月　当社社外取締役（監査等委員）　

（現任）

2,000株

－ 35 －
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

３

【新任】
社外取締役候補者

ふな

船
いし

石
まさ

政
かず

和
(昭和22年７月22日生)

昭和41年３月　当社入社

昭和58年１月　中国船井電機株式会社代表取締役

社長

平成５年６月　当社ＡＶ事業本部ビデオ事業部　

事業部長

平成６年１月　当社ＡＶ事業本部液晶部部長

平成13年７月　当社理事

平成15年４月　当社退社

　　　　　　　現在に至る

5,746株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．盛本正、船石政和の両氏は、社外取締役候補者であります。

３．社外取締役候補者　船石政和氏は、過去に当社及び当社子会社である中国船井電機株

式会社の業務執行者でありました。

４．取締役候補者又は社外取締役候補者とした理由

井上朗孝氏は、公認会計士として企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、

その能力を当社の監査体制に活かしていくためであります。

盛本正、船石政和の両氏は、いずれも企業経営に関する長年にわたる経験を有して

おり、その能力及び見識を当社の監査体制に活かしていくためであります。

５．監査等委員である社外取締役としての在任期間

盛本正氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間

は本総会終結の時をもって２年となります。

６．責任限定契約の締結状況

会社法第427条第１項の規定により、当社と監査等委員である取締役　盛本正氏との

間で、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項各号に定める

金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、監査等委員であ

る取締役として　井上朗孝、盛本正、船石政和の３氏が選任された場合には上記と

同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

－ 36 －
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第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会

社法第329条第３項の規定に基づき、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得

て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

　また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

補欠の社外取締役候補者

よね

米
もと

本
みつ

光
お

男

(昭和14年３月18日生)

平成７年７月　株式会社ティー・ピー・エス研究所

　取締役副社長（現任）

平成10年９月　当社社外取締役（現任）

平成21年３月　セーラー万年筆株式会社社外取締役

平成24年６月　オリエンタルチエン工業株式会社

社外監査役（現任）

（株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長）

（オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役）

100株

（注）１．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．補欠の監査等委員である取締役候補者　米本光男氏は、補欠の社外取締役候補者であ

ります。

３．補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由

米本光男氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験及び企業経営に関する長年に

わたる経験を有しており、その能力及び見識を当社の監査体制に活かしていくためで

あります。

４．社外取締役としての在任期間

米本光男氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時

をもって18年９か月であります。

５．責任限定契約について

米本光男氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社と同氏との間で、会

社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法

第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結する予定

であります。

－ 37 －
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第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、本議案において

同じ。）、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株

予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願い

するものであります。

　また、当社取締役に対する新株予約権の発行は、取締役に対する金銭でない報

酬等に該当しますので、会社法第361条の規定に基づき、取締役に対して割り当て

る新株予約権の算定方法についても、あわせてご承認をお願いするものでありま

す。

　なお、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」

をご承認いただいた場合、割当を受ける取締役は４名（社外取締役を除く。）と

なり、当社取締役に対して新株予約権を発行する場合、ストックオプションの目

的及び取締役の報酬水準等に鑑み、新株予約権の割当数は最大500個を上限としま

す（当社取締役以外の者に対して発行される新株予約権の上限は、下記２.(2)の

数から当社取締役に対して割り当てた新株予約権の数を控除した数とします。）。

新株予約権に関する当社取締役に対する報酬等の額は、割当日の諸条件を基にブ

ラック・ショールズ・モデルを用いて算出した各新株予約権の公正価額に、当社

取締役へ割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります（平成27年６月

25日開催の当社第63期定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬額

「年額５億５千万円以内」とは別枠となります。）。また、当社取締役に対して

新株予約権を発行する場合の各取締役への新株予約権の発行時期及び配分等につ

きましても、当社取締役会にご一任願いたいと存じます。

１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要と

する理由

　当社の連結ベースでの業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀

な人材を確保し、企業価値の増大を図ることを目的として、ストックオプショ

ンとして新株予約権を発行するものであります。

２．本株主総会の決議による委任に基づいて募集事項の決定をすることができる

新株予約権の内容及び数の上限等

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式180,000株を上限とする。

　なお、当社が本総会終結後に効力を生じる株式の分割（株式無償割当てを

含む。以下、同じ。）又は株式の併合を行う場合には、次の算式により新株

予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、

本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的と

－ 38 －
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なる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割（又は併合）の比率

　また、当社が本総会終結後に効力を生じる吸収合併、新設合併、吸収分割、

新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事

由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で

調整されるものとする。

(2) 新株予約権の数

　1,800個を上限とする。

　なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただ

し、前記(1)の規定により、新株予約権の目的となる株式の数の調整が行われ

た場合は、同様の調整を行う。

(3) 新株予約権と引換えに払込む金銭

　新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により

決定される１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に前記(2)に

定める新株予約権１個の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属

する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均

値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値

（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか

高い金額とする。

　なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割（又は併合）の比率

　また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は

自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による新株の発行又は自己株

式の移転を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行
＋

新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後

＝
調整前

×
株式数 新規発行前の時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

－ 39 －
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　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発

行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、

また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当た

り処分価額」に読み替えるものとする。

　さらに、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もし

くは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行

使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　平成31年９月１日から平成36年８月31日までとする。ただし、新株予約権

を行使する期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終

日とする。

(6) 新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者が権利行使期間中の各年（９月１日から翌年８月31日ま

で）において行使できる新株予約権の数は、取締役会の定める基準に基づ

くものとする。

　　また、新株予約権者が当該各年の行使期間内に行使できる新株予約権の

全部又は一部を行使しない場合は、次年度以降、権利行使期間終了まで、

当該各年の新株予約権の残余について行使を繰り延べることができる。

②　新株予約権者は権利行使期間中の各年（９月１日から翌年８月31日ま

で）において、当社の承認を受けなければ当該年の権利行使を行うことが

できない。

③　新株予約権者は権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、

監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。

④　新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、これを

切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備

金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
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(9) 新株予約権の取得事由

①　新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承

認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転

計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の

場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定め

る日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、前記（6）に規定する条件により権

利行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、

当社は無償で新株予約権を取得することができる。

③　新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取

締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができる。

(10) 当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新

設分割、株式交換、又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」と

いう。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する

新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式

会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき

それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅

し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

　ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を

それぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(1)に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織

再編行為の条件等を勘案の上、前記(4)で定められる行使価額を調整して得

られる再編後払込金額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的

となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
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⑤　新株予約権を行使することができる期間

　前記(5)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(5)に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

　前記(6)に準じて決定する。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項

　前記(7)に準じて決定する。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する

ものとする。

⑨　新株予約権の取得事由

　前記(9)に準じて決定する。

(11) 新株予約権の行使により生じる１株に満たない端数の取扱い

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない

端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(12) その他の事項

　新株予約権に関するその他の事項については、取締役会の決議により決定

する。

以　上
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会場のご案内図

＜会　　場＞　　大阪府大東市中垣内７丁目７番１号
当社技術館５階　多目的ホール
電　話　072 (870) 4303

←
至
寝
屋
川

JR
野
崎←

至
寝
屋
川

Ｎ

大東市役所

至奈良→←至大阪 阪奈道路（上り）

阪奈道路（下り）

JR住道 大阪産業大学
大阪桐蔭
中学校
高等学校

びっくりドンキー

マクドナルド

関西電力
東大阪変電所

至
八
尾
→

至
八
尾
→

送迎バス乗場

船井電機株式会社 本社

大
阪
外
環
道

＜交　　通＞　　ＪＲ学研都市線 住道駅前 (南側ロータリー周辺)

より株主総会専用送迎バスをご利用ください。

（９時15分発・９時30分発の２便運行します。）

＜お 願 い＞　　お車でのご来場はご遠慮願います。

会場受付は午前９時より開始いたします。午前９時

以前はご入場いただけませんのでご注意ください。

地図




